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申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

１ 全体評価 

 

【原文】 

「一方、大学院博士課程について、平成19

年度から平成21年度にかけて一定の学生収

容定員の充足率を満たさなかったことから

、今後、速やかに、定員の充足に向け、入

学定員の適正化に努めることや、入学者の

学力水準に留意しつつ充足に努めることが

求められる。」 

 

【申立内容】 

【修正文案】の通り変更願いたい。 

 

【修正文案】 

「一方、大学院博士課程について、経済支

援策の実施、大学院ＧＰによる改革、他大

学との連携などにより、学生収容定員の充

足率の向上を図ると共に、入学定員の削減

を決めたものの、平成19年度から平成21年

度にかけて一定の学生収容定員の充足率を

満たさなかったことから、今後、速やかに

、定員の充足に向け、入学定員の適正化に

努めることや、入学者の学力水準に留意し

つつ充足に努めることが求められる。」 

 

【理由】 

入学定員の適正化に向けて、既に検討を

行っており、平成22年度入学者から入学定

員の削減を実施している。また、経済支援

策の実施や大学院ＧＰによる改革、さらに

は他大学との連携など、各種施策も併せて

実施している。これらの取組みは着実に成

果をあげており、平成22年度の大学院博士

課程学生収容定員充足率は前年度から向上

している。 

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 入学定員の削減や経済支援策などの学生

確保策を講じていることは理解しており、

それを踏まえた文案としているため。 



 

 このことから、申立内容の通り変更願い

たい。 

 



 

 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

１ 全体評価 

 

【原文】 

「また、授業料等の規程改正については、

経営協議会において審議すべき事項である

が、報告事項として扱われていた事例があ

ることから、適切な審議を行うことが求め

られる。」 

 

【申立内容】 

【修正文案】の通り変更願いたい。 

 

【修正文案】 

「また、授業料等の規程改正については、

経営協議会において審議すべき事項である

が、女子寮の新設に伴う寄宿料の設定につ

いて、報告事項として扱われていたことか

ら、適切な議題整理を行うことが求められ

る。」 

 

【理由】 
指摘の事例については、女子寮の新設に

伴う寄宿料の設定に関する事項である。こ

の事例以外の授業料、入学料その他の費用

徴収に関する事項については、その全てを

経営協議会の審議事項として扱っている。

今回の事例は、議題整理において意図せず

誤りがあったものであり、報告事項として

扱う結果となってしまった唯一の事例であ

る。 

このことから、申立内容のとおり変更願

いたい。 

 

 

 

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 申立理由の内容を踏まえた文案としてい

るため。 

 



 

 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

２ 項目別評価 

 

【原文】 

「平成19 年度から平成20 年度までの評価

結果において評価委員会が課題として指摘

した、大学院博士課程について、学生収容

定員の充足率が平成19 年度から平成21 年

度においては90 ％をそれぞれ満たさなか

ったことから、今後、速やかに、定員の充

足に向け、入学定員の適正化に努めること

や、入学者の学力水準に留意しつつ充足に

努めることが求められる。」 

 

【申立内容】 

【修正文案】の通り変更願いたい。 

 

【修正文案】 

「平成19 年度から平成20 年度までの評価

結果において評価委員会が課題として指摘

した、大学院博士課程について、経済支援

策の実施、大学院ＧＰによる改革、他大学

との連携などにより、学生収容定員の充足

率の向上を図ると共に、入学定員の削減を

決めたものの、学生収容定員の充足率が平

成19 年度から平成21 年度においては90 

％をそれぞれ満たさなかったことから、今

後、速やかに、定員の充足に向け、入学定

員の適正化に努めることや、入学者の学力

水準に留意しつつ充足に努めることが求め

られる。」 

 

【理由】 
入学定員の適正化に向けて、既に検討を

行っており、平成22年度入学者から入学定

員の削減を実施している。また、経済支援

策の実施や大学院ＧＰによる改革、さらに

は他大学との連携など、各種施策も併せて

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 前述のとおり。 



 

実施している。これらの取組みは着実に成

果をあげており、平成22年度の大学院博士

課程学生収容定員充足率は前年度から向上

している。 

 このことから、申立内容の通り変更願い

たい。 

 



 

 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

２ 項目別評価 

 

【原文】 

「授業料等の規程改正については、経営協

議会において審議すべき事項であるが、報

告事項として扱われていた事例があること

から、適切な審議を行うことが求められる

。」 

 

【申立内容】 

【修正文案】の通り変更願いたい。 

 

【修正文案】 

「授業料等の規程改正については、経営協

議会において審議すべき事項であるが、女

子寮の新設に伴う寄宿料の設定について、

報告事項として扱われていたことから、適

切な議題整理を行うことが求められる。」

 

【理由】 
指摘の事例については、女子寮の新設に

伴う寄宿料の設定に関する事項である。こ

の事例以外の授業料、入学料その他の費用

徴収に関する事項については、その全てを

経営協議会の審議事項として扱っている。

今回の事例は、議題整理において意図せず

誤りがあったものであり、報告事項として

扱う結果となってしまった唯一の事例であ

る。 

このことから、申立内容のとおり変更願

いたい。 

 

 

 

 

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 前述のとおり。 

 


